
 
文中の付表に掲載している計数は、それぞれを原則四捨五入しております。また、金額が損失または 
減益の場合には、△を付しております。 
 
 
 

平成２３年１１月１４日 
 

平成２３年度第２四半期決算発表 
 
 
三井住友フィナンシャルグループの平成２３年度第２四半期決算について 
ご説明致します。 
 
お手元には、「平成２４年３月期第２四半期決算短信」と「平成２３年度第２四半期

決算説明資料」の２種類の資料をお配りしております。 
 
それでは、決算内容について「平成２３年度第２四半期決算説明資料｣に基づいて 
ご説明致します。 
 
なお、当資料における【連結】は三井住友フィナンシャルグループの連結計数、 
【単体】は三井住友銀行の単体計数でございます。 
 
 
【三井住友銀行の単体業績】   
 
まず、１頁をご覧下さい。三井住友銀行の単体損益についてご説明致します。 
 
表の中ほど２２行目の（一般貸倒引当金繰入前）業務純益は、前年同期比 
２８４億円減益の４，６４９億円となりました。 
 
このうち、１行目に記載の業務粗利益は、前年同期比１９１億円減益の 
８，１９５億円となりました。 
 
海外のローン関連手数料の増加を主因として、国際部門の役務取引等利益が 
増益となったこと等により、２行目の国債等債券損益を除いた業務粗利益は 
前年同期比７８億円の増益となりましたが、 
国債等債券損益は、内外の金利低下局面を的確に捉えたオペレーションの実施により、

１，２４４億円の利益を計上しましたものの、前年同期比では減益となりましたこと

から、業務粗利益全体では、前年同期比１９１億円の減益となりました。 
 
１８行目の経費につきましては、経常的な経費の見直しによる抑制を行う一方、 
海外を中心とした業務推進に係る経費の戦略的投入を行ったこと等から、前年同期比

９３億円増加の３，５４６億円となりました。 
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[三井住友銀行単体] （金額単位　億円）

23年中間期 22年中間期比 22年中間期

1 8,195 △ 191 8,386 

2 ( 6,952) ( 78) ( 6,874)

18 △ 3,546 △ 93 △ 3,453 

22 4,649 △ 284 4,933 

う ち 国 債 等 債 券 損 益 26 1,244 △ 268 1,512 

（ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 ）

経 費 （ 除 く 臨 時 処 理 分 ）

業 務 純 益（一般貸倒引当金繰入前）

業 務 粗 利 益

 
 
次に、臨時損益に移ります。 
 
２８行目の不良債権処理額に２９行目の貸倒引当金戻入益及び３０行目の 
償却債権取立益を加えた与信関係費用は、４５行目に記載しております通り、 
前年同期比４０４億円減少の２９億円となりました。 
 
引き続き、取引先企業の状況に応じたきめ細かな対応に取り組んできたことから 
新規のコスト発生が抑制されたことに加え、ポートフォリオの改善に伴う正常先の 
引当率低下等により、引当金の戻りが発生したこと等から、前年同期比では大幅な 
減少となりました。 
 
[三井住友銀行単体] （金額単位　億円）

23年中間期 22年中間期比 22年中間期

24 －   △ 49 49 

27 △ 673 379 △ 1,052 

28 △ 152 336 △ 488 

29 120 120 －   

30 3 3 －   

37 5 35 △ 30 

う ち 償 却 債 権 取 立 益 40 －   △ 6 6 

45 △ 29 404 △ 433 
（注）平成23年度より、従来特別損益に計上していた貸倒引当金戻入益及び償却債権取立益を、臨時損益に計上しております。

う ち 貸 倒 引 当 金 戻 入 益

う ち 償 却 債 権 取 立 益

一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

臨 時 損 益

特 別 損 益

与 信 関 係 費 用（24＋28＋29＋30＋40）

う ち 不 良 債 権 処 理 額

 
 
３１行目の株式等損益につきましては、株式相場の低迷を受け、３４行目の 
株式等償却が５７５億円発生したことから４６１億円の損失となりました。 
 
[三井住友銀行単体] （金額単位　億円）

23年中間期 22年中間期比 22年中間期

31 △ 461 △ 278 △ 183 

32 125 79 46 

33 △ 11 △ 2 △ 9 

34 △ 575 △ 355 △ 220 

株 式 等 損 益

株 式 等 償 却

株 式 等 売 却 損

株 式 等 売 却 益

 
 
以上により、３６行目の経常利益は、前年同期比４６億円増益の 
３，９７６億円となりました。 
 
４３行目の税効果会計による法人税等調整額は、９２３億円の会計上の費用 
となっております。 
 
以上の結果、４４行目の中間純利益では、前年同期比６０６億円減益の 
２，９０６億円となりました。 
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[三井住友銀行単体] （金額単位　億円）

23年中間期 22年中間期比 22年中間期

36 3,976 46 3,930 

37 5 35 △ 30 

41 3,981 81 3,900 

42 △ 152 46 △ 198 

43 △ 923 △ 733 △ 190 

44 2,906 △ 606 3,512 

経 常 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

特 別 損 益

税 引 前 当 期 純 利 益

中 間 純 利 益  
 
 
【三井住友フィナンシャルグループの連結業績】 
  
次ページには三井住友フィナンシャルグループの連結損益の内訳をお示しして 
おります。 
 
１８行目の経常利益は５，４６５億円と、前年同期比５９億円の増益となりましたが、 
２７行目の中間純利益は、三井住友カードや三井住友ファイナンス＆リース等で増益

を確保したものの、先程申し上げました三井住友銀行の減益に加え、持分法適用会社

のプロミスにおいて過払リスクへの抜本的対応を実施し、引当金を大幅に積み増した

ことにより前年同期比減益となったこと等から、前年同期比１，０３７億円減益の 
３，１３８億円となりました。 
 
[三井住友フィナンシャルグループ連結] （金額単位　億円）

23年中間期 22年中間期比 22年中間期

1 13,219 51 13,168 

7 △ 6,938 △ 382 △ 6,556 

8 △ 434 637 △ 1,071 

13 141 141 －   

14 12 12 －   

15 △ 121 105 △ 226 

16 △ 406 △ 422 16 

17 △ 9 △ 84 75 

18 5,465 59 5,406 

19 △ 11 △ 87 76 

う ち 償 却 債 権 取 立 益 21 －   △ 13 13 

27 3,138 △ 1,037 4,175 

28 △ 280 778 △ 1,058 
（注）平成23年度より、従来特別損益に計上していた貸倒引当金戻入益及び償却債権取立益を、経常利益の内訳科目として

　　　計上しております。

特 別 損 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 益

償 却 債 権 取 立 益

中 間 純 利 益

株 式 等 損 益

持 分 法 に よ る 投 資 損 益

そ の 他

経 常 利 益

与 信 関 係 費 用 （ 8＋ 13＋ 14＋ 21）

営 業 経 費

不 良 債 権 処 理 額

連 結 粗 利 益

 
 
 
【有価証券評価損益】 
 
次に有価証券の評価損益についてご説明致しますので、４頁をご覧下さい。 
 
中段に三井住友銀行単体の有価証券評価損益を取り纏めております。 
表中の「その他有価証券」の評価損益は、株式は５４５億円のプラス、債券は 
９１０億円のプラス、その他は２２５億円のマイナスとなり、全体では 
１，２２９億円のプラスとなりました。 
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[三井住友銀行単体] （金額単位　億円）

評価損益

22年3月末比 評価益 評価損

1,229 △ 1,827 4,889 △ 3,660 

株 式 545 △ 2,210 3,521 △ 2,976 

債 券 910 191 955 △ 45 

そ の 他 △ 225 193 414 △ 639 

23年9月末

そ の 他 有 価 証 券

 
 
 
【ＢＩＳ自己資本比率】 
 
７頁には、連結自己資本比率等について、お示ししております。 
 
 
速報値となりますが、２３年９月末の連結自己資本比率は１７．１７％、 
ＴｉｅｒⅠ比率は１３．０４％となりました。 
 
２３年３月末比では、連結純利益の計上等により連結自己資本比率が０．５４％、 
ＴｉｅｒⅠ比率が０．５７％上昇しております。 
 
[三井住友フィナンシャルグループ連結] （単位　％）

23年9月末 23年3月末

［速報値］ 23年3月末比

17.17 0.54 16.63 

13.04 0.57 12.47 Tier I比率

連結自己資本比率（第一基準）

 
 
 
【不良債権の状況】 
 
次に不良債権の状況についてご説明致します。 
８頁をご覧下さい。 
 
表の左下にございます、金融再生法に基づく開示債権残高の合計額につきましては、 
２３年３月末比１５４億円減少の１兆１，１０９億円となりました。 
 
また、その右上にお示ししております、正常債権を含めた与信合計に対する比率は 
２３年３月末比０．０８％減少の１．７３％と引き続き低い水準を維持しております。 
 
[三井住友銀行単体] （金額単位　億円）

23年9月末 23年3月末比 23年3月末

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 1,263 △ 122 1,385 

危険債権 7,184 336 6,848 

要管理債権 2,662 △ 368 3,030 

合計（Ａ） 11,109 △ 154 11,263 

正常債権 629,740 19,482 610,258 

総計（Ｂ） 640,849 19,328 621,521 

不良債権比率(Ａ／Ｂ) 1.73% △ 0.08% 1.81%  
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【２３年度業績予想】 
 
続きまして、平成２３年度の業績予想について、説明資料の２０頁をご覧下さい。 
 
まず、持株会社であります三井住友フィナンシャルグループ単体の 
２３年度業績予想は、５月予想通りの、 
 
営業収益  １，８００億円、 
営業利益  １，６００億円、 
経常利益  １，５００億円、 
当期純利益 １，５００億円、でございます。 
 
次にその下、１株当たり配当予想をご覧下さい。 
 
平成２３年度の普通株式１株あたりの配当予想は、５月予想通りの年間１００円、 
中間配当をその半分の５０円とさせて頂く予定であります。 
 
中段の連結業績予想につきましては、後程申し上げます三井住友銀行が、 
５月予想比増益となる見込みであることを主因として、 
 
経常利益 は、５月予想比   ６００億円増益の ９，０００億円、 
当期純利益は、５月予想比 １，０００億円増益の ５，０００億円、 
 
を見込んでおります。 
 
その下の三井住友銀行単体の業績予想は、２３年度上期の実績を踏まえ、 
５月予想比で業務純益の増益、与信関係費用の減少が見込まれること等から、 
業務純益  は、５月予想比  ５００億円増益の ８，０００億円、 
経常利益  は、５月予想比  ４００億円増益の ６，４００億円、 
当期純利益 は、５月予想比  ８００億円増益の ４，３００億円、 
与信関係費用は、５月予想比  ４００億円減少の   ６００億円、 
 
を見込んでおります。 
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【中期経営計画と平成２３年度中間期実績】 
 
次の２１頁には、上段に本年５月に公表しました平成２３年度から２５年度 
までの 3 ヵ年を計画期間とする中期経営計画の概要を、 
下段には平成２３年度中間期実績をお示ししております。 
 
当社グループでは、上段の中期経営計画で掲げております、 
経営目標と財務目標の実現に向け、 
「戦略事業領域の強化」と「業務戦略を支える企業基盤の確立」に取り組んで 
おります。 
 
下段には、中間期業績の概要並びに戦略施策の進捗をお示ししております。 
まず、業績面におきましては、三井住友銀行において、 
市場営業部門が好調であったほか、与信関係費用が減少したこと等から、 
三井住友フィナンシャルグループの連結中間純利益は、 
５月予想比１，４３８億円増益の、３，１３８億円となりました。 
この結果、バーゼルⅢ規制完全実施時基準でのコアＴｉｅｒ I 比率は７％強となり、 
中期経営計画の平成２５年度における目標値の達成に向けて、 
着実に歩を進めております。 
 
次に、戦略事業領域におきましては、新興国を中心に海外拠点網や対応組織を 
拡充する等グローバル展開を着実に進めるとともに、 
ＳＭＢＣ日興証券では、ホールセール証券機能のフルライン化に向けた 
各種施策に取り組み、日本株のグローバル・オファリングに対応する体制整備を完了

致しました。 
クレジットカード／コンシューマーファイナンス事業では、本年５月にセディナを 
完全子会社化したほか、本年９月にはプロミスの完全子会社化に向けた基本契約を 
同社との間で締結する等、戦略施策が着実に進展しております。 
 
国内外の経済・金融環境は、不透明・不確実・不安定な状況ですが、当社グループは、

引き続き、環境変化に対し、常に一歩先を読み、プロアクティブな対応を図って 
いくことで、企業価値の向上に努め、グローバルにもトップティアの金融グループを

目指して参ります。 
 
以上で説明を終わらせて頂きます。 
 

以  上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

本資料には、当社グループの財政状態及び経営成績に関する当社グループ及びグループ各社経営陣の見

解、判断または現在の予想に基づく、「将来の業績に関する記述」が含まれております。多くの場合、この記

述には、「予想」、「予測」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれますが、この限り

ではありません。また、これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するも

のであり、実際の業績は、本資料に含まれるもしくは、含まれるとみなされる「将来の業績に関する記述」で示

されたものと異なる可能性があります。実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実性としては、以下のよう

なものがあります。国内外の経済金融環境の悪化、当社グループのビジネス戦略が奏功しないリスク、合弁

事業・提携・出資・買収及び経営統合が奏功しないリスク、海外における業務拡大が奏功しないリスク、不良

債権残高及び与信関係費用の増加、保有株式に係るリスクなどです。こうしたリスク及び不確実性に照らし、

本資料公表日現在における「将来の業績に関する記述」を過度に信頼すべきではありません。当社グループ

は、いかなる「将来の業績に関する記述」について、更新や改訂をする義務を負いません。当社グループの財

政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、本資料の

ほか、有価証券報告書等の本邦開示書類や、当社が米国証券取引委員会に提出した Form 20-F、当社グル

ープが公表いたしました各種開示資料のうち、最新のものをご参照ください。 

 

    

 7



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


